
国民体育大会開催基準要項（抜粋） 

 

 

１８ 都道府県大会及びブロック大会 

(1) 正式競技については、大会の予選会として次のとおり都道府県大会を開

催するものとする。 

1) 都道府県体協等は、都道府県において大会の予選会を兼ねた都道府県大

会を開催する。 

2) 都道府県大会は、会場地市町村等の共催又は後援の下に開催する。 

3) 都道府県体協等は、市町村の体育・スポーツ協会が当該市町村大会を開

催できるよう援助する。 

(2) 参加者は、実施要項に基づき都道府県主催団体に申込む。大会の予選会

としてブロック大会を開催する必要のある競技がある場合は、原則として

本要項第 12 項のブロック区分によるブロック大会を次のとおり開催する

ものとする。 

1) ブロック大会は、各ブロック内の関係都道府県体協等の共催のもと、ブ

ロック大会開催地市町村等の共催又は後援を得て開催する。 

2) 競技の運営は、開催都道府県体協等の協議によってブロック大会開催県

の各競技団体が当たる。 

3) 競技運営に差し支えない限り、開催県選手は当該競技のブロック大会を

経ることなく大会に参加することができる。 

(3)  災害その他の事由により、(1)又は(2)に定める大会の予選会が予定された

日程で開催できない場合、代替日程で開催するものとし、大会開催時までに

代替日程での予選会開催が困難である場合は、代替手段により大会出場者

を選出するものとする。ただし、代替手段によって公平公正な選手選考が困

難である場合は、その旨及びその理由について、日本スポーツ協会に対し、

速やかに届け出るものとする。 
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